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総務企画局・財政局 

 

「政策推進プラン」「行政運営プラン」「財政運営プラン」の策定について 

 

令和 6 年１２月に策定した第１０次福岡市基本計画を推進するにあたり、今後４年間（令和７

～10 年度）における、具体的な事業を示す「政策推進プラン」、行政運営の基本的な方向性を

示す「行政運営プラン」、財政運営の基本的な方向性を示す「財政運営プラン」を策定しました。 

3 つのプランを一体的に推進することにより、必要な財源を確保し、選択と集中による重点化

を図りながら、生活の質の向上と都市の成長の好循環により、将来にわたり持続可能な市政運

営に取り組んでいくこととしております。各局区室におかれましては、各プランに基づき、積極的な

施策・事業の推進をお願いいたします。 

 

 

【総合計画の体系と 3 つのプランの関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市ホームページ 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/manage/shisei/r7sakuteinitsuite.html 

  

【問い合わせ先】 
「政策推進プラン」 総務企画局 企画調整部   後藤・大隈   電話：711-4870（内線 1230） 
「行政運営プラン」 総務企画局 行政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課 田久保・足立 電話：711-4135（内線 1145） 
「財政運営プラン」 財政局 財政調整課     中村・鈴川   電話：711-4165（内線 1510） 

＜総合計画の体系＞ 

 

実施計画（政策推進プラン） 

 

 

 

 財政運営プラン 

  

 

   

 行政運営プラン   

    

 

 第10次基本計画 

 

   

 

 

基本構想 

 

 

基本構想に掲げる都市像の実現に向けた
方向性を総合的・体系的に示した10年間の
長期計画 

基本計画を推進するにあたって、具体的な
事業を示した４年間の中期計画 

福岡市が長期的にめざす４つの都市像 

 

持続可能な財政運営に向けた取組みの
基本的な方向性を示す４年間の指針 

より効果的・効率的な行政運営の 
実現に向けた４年間の指針 

具 

体 
化 


